
浜田地区広域行政組合　「Ａ３　訪問型サービス（独自/定率）」　サービスコード表 【令和３年４月１日から適用】

合計

種類 項目 単位数

A3 1111 【１割】訪問型サービスＡ１ 225 １回につき

A3 1113 【１割】訪問型サービスＡ１（同一減算） 203 １回につき

A3 1121 【１割】訪問型サービスＡ２ 183 １回につき

A3 1123 【１割】訪問型サービスＡ２（同一減算） 165 １回につき

A3 1131 【１割】訪問型サービスＡ・週1回利用 1,176 １月につき

A3 1132 【１割】訪問型サービスＡ・週2回利用 2,349 １月につき

A3 1133 【１割】訪問型サービスＡ・週２回を超える利用 3,727 １月につき

A3 1999 【１割】訪問型サービスＡ・初回加算 初回加算 200単位加算 200 １月につき

A3 1191 【１割】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分１ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が1～1,499単位の場合 1

A3 1192 【１割】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分２ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が1,500～2,499単位の場合 2

A3 1193 【１割】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分３ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が2,500～3,499単位の場合 3

A3 1194 【１割】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分４ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が3,500～3,727単位の場合 4

※ 令和３年９月３０日までの間は、新型コロナウイルス感染症への対応として、１月の基本報酬（同一建物減算を算定する場合は減算後、初回加算を含まない）の合計の１/１０００を上乗せします。
※ 令和３年４月から９月サービス提供分については、必ず「1191、1192、1193、1194」のいずれかのコードのうち、該当するコードにより上乗せして請求してください。

訪問型サービスＡ（緩和型）　　自己負担１割・給付率90％
ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ

サービス内容略称 算定単位

事業対象者
要支援１
要支援２　　　225単位

訪問型
サービス費

訪問型サービスA1・A2を週1回程度利用し、上限額を超えた場合

訪問型サービスA1・A2を週2回を超えて利用し、上限額を超えた場合

事業対象者
要支援１・要支援２

訪問型サービスA1・A2を週2回程度利用し、上限額を超えた場合

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯に対し日常生活に必要
な家事等を行う（生活援助）。１回45分以上60分未満。

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合　×90%

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯に対し日常生活に必要
な家事等を行う（生活援助）。１回20分以上45分未満。

算定項目

１月につき

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合　×90%

新型コロナ
ウイルス感
染症への対
応

新型コロナウイルス感染症への対応
（基本報酬の1/1000上乗せ）

事業対象者
要支援１
要支援２　　　183単位



浜田地区広域行政組合　「Ａ３　訪問型サービス（独自/定率）」　サービスコード表 【令和３年４月１日から適用】

合計

種類 項目 単位数

A3 1211 【２割】訪問型サービスＡ１ 225 １回につき

A3 1213 【２割】訪問型サービスＡ１（同一減算） 203 １回につき

A3 1221 【２割】訪問型サービスＡ２ 183 １回につき

A3 1223 【２割】訪問型サービスＡ２（同一減算） 165 １回につき

A3 1231 【２割】訪問型サービスＡ・週1回利用 1,176 １月につき

A3 1232 【２割】訪問型サービスＡ・週2回利用 2,349 １月につき

A3 1233 【２割】訪問型サービスＡ・週２回を超える利用 3,727 １月につき

A3 1888 【２割】訪問型サービスＡ・初回加算 初回加算 200単位加算 200 １月につき

A3 1291 【２割】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分１ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が1～1,499単位の場合 1

A3 1292 【２割】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分２ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が1,500～2,499単位の場合 2

A3 1293 【２割】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分３ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が2,500～3,499単位の場合 3

A3 1294 【２割】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分４ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が3,500～3,727単位の場合 4

※ 令和３年９月３０日までの間は、新型コロナウイルス感染症への対応として、１月の基本報酬（同一建物減算を算定する場合は減算後、初回加算を含まない）の合計の１/１０００を上乗せします。
※ 令和３年４月から９月サービス提供分については、必ず「1291、1292、1293、1294」のいずれかのコードのうち、該当するコードにより上乗せして請求してください。

訪問型サービスＡ（緩和型）　　自己負担２割・給付率80％
ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ

サービス内容略称 算定項目 算定単位

訪問型
サービス費

事業対象者
要支援１
要支援２　　　225単位

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯に対し日常生活に必要
な家事等を行う（生活援助）。１回45分以上60分未満。

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業対象者
要支援１
要支援２　　　183単位

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯に対し日常生活に必要
な家事等を行う（生活援助）。１回20分以上45分未満。

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業対象者
要支援１・要支援２ 訪問型サービスA1・A2を週1回程度利用し、上限額を超えた場合

訪問型サービスA1・A2を週2回程度利用し、上限額を超えた場合

訪問型サービスA1・A2を週2回を超えて利用し、上限額を超えた場合

新型コロナ
ウイルス感
染症への対
応

新型コロナウイルス感染症への対応
（基本報酬の1/1000上乗せ）

１月につき



浜田地区広域行政組合　「Ａ３　訪問型サービス（独自/定率）」　サービスコード表 【令和３年４月１日から適用】

合計

種類 項目 単位数

A3 1311 【３割】訪問型サービスＡ１ 225 １回につき

A3 1313 【３割】訪問型サービスＡ１（同一減算） 203 １回につき

A3 1321 【３割】訪問型サービスＡ２ 183 １回につき

A3 1323 【３割】訪問型サービスＡ２（同一減算） 165 １回につき

A3 1331 【３割】訪問型サービスＡ・週1回利用 1,176 １月につき

A3 1332 【３割】訪問型サービスＡ・週2回利用 2,349 １月につき

A3 1333 【３割】訪問型サービスＡ・週２回を超える利用 3,727 １月につき

A3 1777 【３割】訪問型サービスＡ・初回加算 初回加算 200単位加算 200 １月につき

A3 1391 【３割】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分１ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が1～1,499単位の場合 1

A3 1392 【３割】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分２ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が1,500～2,499単位の場合 2

A3 1393 【３割】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分３ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が2,500～3,499単位の場合 3

A3 1394 【３割】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分４ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が3,500～3,727単位の場合 4

※ 令和３年９月３０日までの間は、新型コロナウイルス感染症への対応として、１月の基本報酬（同一建物減算を算定する場合は減算後、初回加算を含まない）の合計の１/１０００を上乗せします。
※ 令和３年４月から９月サービス提供分については、必ず「1391、1392、1393、1394」のいずれかのコードのうち、該当するコードにより上乗せして請求してください。

訪問型サービスＡ（緩和型）　　自己負担３割・給付率70％
ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ

サービス内容略称 算定項目 算定単位

訪問型
サービス費

事業対象者
要支援１
要支援２　　　225単位

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯に対し日常生活に必要
な家事等を行う（生活援助）。１回45分以上60分未満。

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業対象者
要支援１
要支援２　　　183単位

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯に対し日常生活に必要
な家事等を行う（生活援助）。１回20分以上45分未満。

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業対象者
要支援１・要支援２ 訪問型サービスA1・A2を週1回程度利用し、上限額を超えた場合

訪問型サービスA1・A2を週2回程度利用し、上限額を超えた場合

訪問型サービスA1・A2を週2回を超えて利用し、上限額を超えた場合

新型コロナ
ウイルス感
染症への対
応

新型コロナウイルス感染症への対応
（基本報酬の1/1000上乗せ）

１月につき



浜田地区広域行政組合　「Ａ３　訪問型サービス（独自/定率）」　サービスコード表 【令和３年４月１日から適用】

合計

種類 項目 単位数

A3 1011 【減免】訪問型サービスＡ１ 225 １回につき

A3 1013 【減免】訪問型サービスＡ１（同一減算） 203 １回につき

A3 1021 【減免】訪問型サービスＡ２ 183 １回につき

A3 1023 【減免】訪問型サービスＡ２（同一減算） 165 １回につき

A3 1031 【減免】訪問型サービスＡ・週1回利用 1,176 １月につき

A3 1032 【減免】訪問型サービスＡ・週2回利用 2,349 １月につき

A3 1033 【減免】訪問型サービスＡ・週２回を超える利用 3,727 １月につき

A3 1100 【減免】訪問型サービスＡ・初回加算 初回加算 200単位加算 200 １月につき

A3 1091 【減免】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分１ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が1～1,499単位の場合 1

A3 1092 【減免】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分２ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が1,500～2,499単位の場合 2

A3 1093 【減免】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分３ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が2,500～3,499単位の場合 3

A3 1094 【減免】訪問Ａ１令和３年９月３０日までの上乗せ分４ 1月の基本報酬（同一建物減算後、初回加算を含まない）の合計が3,500～3,727単位の場合 4

※ 令和３年９月３０日までの間は、新型コロナウイルス感染症への対応として、１月の基本報酬（同一建物減算を算定する場合は減算後、初回加算を含まない）の合計の１/１０００を上乗せします。
※ 令和３年４月から９月サービス提供分については、必ず「1091、1092、1093、1094」のいずれかのコードのうち、該当するコードにより上乗せして請求してください。

訪問型サービスＡ（緩和型）　　給付率100％　※災害減免等
ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ

サービス内容略称 算定項目 算定単位

新型コロナ
ウイルス感
染症への対
応

新型コロナウイルス感染症への対応
（基本報酬の1/1000上乗せ）

１月につき

訪問型
サービス費

事業対象者
要支援１
要支援２　　　225単位

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯に対し日常生活に必要
な家事等を行う（生活援助）。１回45分以上60分未満。

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業対象者
要支援１
要支援２　　　183単位

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯に対し日常生活に必要
な家事等を行う（生活援助）。１回20分以上45分未満。

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業対象者
要支援１・要支援２ 訪問型サービスA1・A2を週1回程度利用し、上限額を超えた場合

訪問型サービスA1・A2を週2回程度利用し、上限額を超えた場合

訪問型サービスA1・A2を週2回を超えて利用し、上限額を超えた場合


